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～令和 2年 9月 1日より、標準報酬月額 650,000円（32等級）が新設されました～ 

担当 杉山 友香  

厚生年金保険法の規定に基づき、令和 2年 9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になります。 

厚生年金の現在の標準報酬月額の最高等級は第 31 等級で 62 万円ですが、新たな等級として第 32 等級の 65 万が追加さ

れ、条件が引き上げられます。 

 

 

 

 

 

 

♪これにより、31等級の被保険者が 32等級となることで、労使双方で 2,745円の負担が増えることになります。 

 該当者は 9月分の保険料（10月分納付分）から適用となりますので、給与計算担当の方はご注意お願いします。 

※健康保険の標準報酬月額の最高等級（第 50等級、139万円）については変更ありません。 

※特別な手続きは必要ありません。改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主の方へは 9 月下旬以降

に「標準報酬改定通知書」が送付されます。 

随時改定について 

今回、2020 年 9 月より厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級が変更になることから、随時改

定の取扱いも以下のとおりとなります。  

1.昇給の場合  

 31等級（620千円）の被保険者について、賃金の平均月額が 66万 5,000円以上になったときには、32 等級（650

千円）となる。 

2.降給の場合  

 32 等級（650 千円）で報酬月額が 66 万 5,000 円以上の被保険者について、賃金の平均月額

が 62 万円未満になったときには、31 等級（620 千円）以下の等級となる。 

また、最高等級が追加になることに伴い、区分が追加される移行時期の随時改定の特例的な取扱いについて通

達が発出されています。最高等級に該当する従業員がいるときは、通達を確認しておきましょう。  
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～新型コロナウイルスに関する企業の対応や休業対策等、情報提供を行っていきます～ 

     担当 伊東 毅  
 コロナ感染は大きな第 2 波の中にあるようです。この影響で、一部を休業せざるを得

ないあるいは残業時間が少なくなったことで兼業の申し出も多くなっているようです。 

 多くの会社では、本業である自社での勤務以外に、アルバイト等の兼業や自営などの

副業について、原則禁止しており、会社が特に認めた場合に許可するという就業規則の

規定を設けられています。 

 禁止される根拠としては、①自社での勤務終了後は、十分な休養を確保することで翌

日以降の勤務に備えてもらう（誠実な労務提供、職場秩序維持）、②競業会社での兼業による情報流失（守秘義務、

競業避止義務）、などが挙げられます。 

裁判例は、兼業・副業禁止する合理性を認める一方で、勤務時間外は使用者の指示命令下にないわけで、上記①と

②に格別の支障がない兼業・副業まで禁止し違反した者に対する懲戒処分を否定しております。 

政府は、慢性的な人手不足を解消し収入を確保するために、H30年 1月に兼業に関するガイドラインを発表しまし

た。その中で、兼業・副業がもたらす労働者・企業双方にもたらすメリット（所得増加、スキルアップ、人材流失防

止など）と同時に留意すべき点を挙げられています。 

特に気をつけて頂きたい点は、労働時間の把握についてです。労基法第 38条では、「労働時間は、事業場を異にす

る場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」となっています。 

兼業する場合には、届出制や許可制にすることは問題ではありませんが（恣意的に不許にすることはトラブルにな

る可能性があります）、労働時間は通算して、後から勤務する会社が割増賃金を支払わなければならない点です。個

人事業主として副業する場合はこの規程は適用されません。しかし、他社での労働時間を正確にリアルタイムで把握

することは容易ではありません。 

このように兼業・福業について、会社が留意すべき点をシリーズで取り上げていきます。 

お遍路はどうしてますか？とよく聞かれます。コロナ対策で、時間が取れないものありますが、激務

で頸椎ヘルニアに罹患して腕から背中にかけて痺れがひどく、正直「うつ状態」です。自分から「うつ

状態」と言っている間はまだ大丈夫かと思いますが、「・・・」と無口なる前にお遍路に行きたいと思

います。一刻も早く欲しい雇調金について催促されないお心使いに心の底から感謝申し上げます。 

     ～新型コロナウイルスに関する企業の対応や休業対策等、情報提供を行っていきます～   担当 杉山 友香 

支給対象者 ※以下の両方を満たす方が対象です。 

1.令和 2年 4月 1日から 9月 30 日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者  

2.その休業に対する賃金（休業手当）を受けることができない方 ※雇用契約が条件のためフリーランスなどは対象外 

支給金額 ※上限額：一人一日当たり 11000 円 

支給額：休業前の平均賃金の 80％   支給日数：手当なしに実際に休業させられた日数 

手続き方法 

申請様式をダウンロードして必要書類を作成し、事務局への郵送によって申請を行います。 

申請締切 

令和 2 年 4 月～6 月の休業：令和 2 年 9 月 30 日  令和 2 年 7 月の休業：令和 2 年 10 月 31 日 

令和 2 年 8 月の休業：令和 2 年 11 月 30 日     令和 2 年 9 月の休業：令和 2 年 12 月 31 日 


